
 

松江市告示第 241 号 

 

松江市農地及び農業用施設の改良事業並びに災害復旧事業補助金交付要綱（平成 17 年松江

市告示第 167 号）の一部を次のように改正する。 

 

令和 4 年 3 月 31 日 

松江市長  上 定 昭 仁 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

 (補助金交付の目的)  (補助金交付の目的) 

第2条 農地及び農業用施設の改良、     

  災害復旧等 を行う者 に対し、補助金

を交付することにより、事業の推進、農業

経営の合理化及び農業生産力の増進を図

ることを目的とする。 

第2条 農地及び農業用施設の改良事業並び

に災害復旧事業を行うものに対し、補助金

を交付することにより、事業の推進、農業

経営の合理化及び農業生産力の増進を図

ることを目的とする。 

 (補助の対象等)  (補助の対象額) 

第3条 補助金は、土地改良区又は市長が適

当と認める者であって、別表に掲げる事業 

                を行う

ものに対し、交付する。 

第3条 補助金は、土地改良区又は市長が適

当と認める者で   、農地及び農業用施

設の改良事業並びに災害復旧事業を行う

ものに対し 交付する。 

2 採択基準、補助率等           

は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補

助金を交付するものとする。 

2 採択基準及び補助金交付の率又は金額

は、別表のとおり            

          とする。 

 (財産処分の制限期間)  (財産処分の制限期間) 

第4条 規則第18条ただし書に規定する市長

が定める期間は、補助事業が完了した日の 

   属する年度から起算して5年とする。

ただし、市長が認める          

 場合は、この限りでない       。 

第4条 規則第18条ただし書に規定する市長

が認める期間は、  事業 完了のあった

日に属する年度から起算して5年とする。

ただし、市長が特別な理由があると認めた

場合はこの期間を短縮することができる。 



 

 (雑則)  (雑則) 

第5条 この要綱に定めるもののほか、この

要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

第5条 この要綱に定めるもののほか、この

要綱の施行に関し必要な事項は 市長が別

に定める。 

別表(第3条関係) 別表 

事業の種類 採択基準 市の補助率

( 対事業費 ) 

(千円未満切捨て) 

摘要 

略 

土地改良施設

PCB廃棄物処理

促進対策事業 

国の土地改

良施設 PCB

廃棄物処理

促進対策事

業実施要綱

等による。 

43％ 土地改良

区を事業

主体とし

た事業を

対象とす

る。 

終期 令和5年3月31日 

※ 略 

事業の種類 採択基準 市の補助率

( 対事業費 ) 

(千円未満切捨て) 

摘要 

略 

終期 令和4年3月31日 

※ 略 

 

   附 則 

 この告示は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 


